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第６章 その他の基準 

 

 

第１ 消防用設備等工事計画書に関する基準について 

条例第 54 条の 2 の規定に基づく消防用設備等工事計画届（以下「工事計画届」という。）に関する基準については、次 

によること。 

 

１ 工事計画届の省略 

  工事計画届を要する消防用設備等に係る工事のうち、「消防用設備等に係る届出等に関する運用について」（平成 9年

12 月 5 日消防予第 192 号。以下「第 192 号通知」という。）別紙 1 に定める増設、移設又は取替え工事の区分ごとに、

第 1-1 表に掲げる軽微な工事の範囲のものについては、工事計画届を要しないことができること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

【第 1－1 表】    

 

２ 消防用設備等の検査等 

  法第 17 条の 3の 2 の規定に基づく消防用設備等設置届及び検査については、第 192 号通知を準用すること。 


